（様式５）

（仮称）第３号ふ頭基部緑地におけるにぎわい創出のための【標準様式】

公共還元型民間活力導入事業　連合体協定書（案）

　○○株式会社（以下、「甲」という。）、△△株式会社（以下、「乙」という。）及び□□株式会社（以下、「丙」という。）は、複数の法人による連合体を構成し、（仮称）第３号ふ頭基部緑地におけるにぎわい創出のための公共還元型民間活力導入事業（以下、「本事業」という。）で提案した計画提案に基づき、本事業を共同して推進するとともに、その円滑な実施を図るため、以下のとおり連合体にかかる協定書（以下、「本連合体協定書」という。）を締結する。
[bookmark: _GoBack]
（目的）
第１条　本連合体協定書は、甲、乙及び丙が構成した連合体において、それぞれの責任や分担等、本事業を共同連帯して遂行するために必要となる事項を定めることを目的とする。

（名称）
第２条　甲、乙及び丙が構成する連合体は、○○○○（以下「本連合体」という。）と称する。

（事務所の所在地）
第３条　本連合体は、事務所を（例：小樽市○○丁目○番○号○○株式会社内）に置く。

（構成員の所在地及び名称）
第４条　本連合体の構成員は、次のとおりとする。
　　　　　例　甲：小樽市○○丁目○番○号	○○株式会社
　　　　　　　乙：小樽市△△町△番△号		△△株式会社
　　　　　　　丙：□□市□□町□丁目□番□号	□□株式会社

（運営委員会）
第５条　本連合体は、その意思決定機関として、運営委員会を設けるものとする。
２　運営委員会は、各構成員から選出する委員で組織する。
３　運営委員会は、別に定める運営委員会規約により運営するものとする。

（代表者）
第６条　本連合体は、甲を代表者とする。

（代表者の権限と責任）
第７条　代表者は、運営委員会の決定に基づき、本連合体を代表して小樽市及び監督官庁等と本事業に必要な協議並びに諸手続き等を行う権限を有するものとする。
２　代表者は、前項の規定に基づき行った協議並びに諸手続き等を構成員に対し、すみやかに通知しなければならない。

（構成員の責任）
第８条　構成員は、本事業の実施において必要となる協議及び諸手続き等について、代表者に協力しなければならない。
２　構成員は、第７条第２項で代表者が通知した事項について、すみやかに対応しなければならない。
３　構成員は、各々連帯して責任を負うものとする。

（権利義務の譲渡の制限）
第９条　構成員は、本連合体協定書に基づく権利義務を構成員間で譲渡することはできない。ただし、第１３条、第１４条に定める場合において、すべての構成員並びに小樽市が承諾した場合はこの限りでない。

（構成員の分担事業）
第１０条　構成員は、各々分担して本事業を実施する。
２　構成員が分担する事業（以下「分担事業という。」は別紙のとおりとする。

（共通費用の分担）
第１１条　構成員は、本事業の実施において発生するすべての共通の費用等について、必要に応じ、運営委員会において構成員の分担額を決定するものとする。

（構成員間の責任の分担）
第１２条　各分担事業において、構成員が単独で小樽市及びその他の構成員、これ以外の第三者に損害等を与えた場合は、当該構成員がその責任を負い、損害等に係る負担を負うものとする。
２　各分担事業において、複数の構成員が小樽市及びその他の構成員、これ以外の第三者に損害等を与えた場合は、当該構成員がその責任を負い、損害等に係る負担割合等について当該構成員間で協議するものとする。
３　前項に規定する損害等に係る負担割合等について協議が整わないときは、運営委員会に諮り、その決定に従うものとする。
４　前３項の規定は、いかなる意味においても第８条第３項に規定する連帯責任を免れるものではない。

（構成員の脱退に対する措置）
第１３条　構成員は、脱退することはできない。ただし、構成員が小樽市及び他のすべての構成員の承諾を受けた場合は、この限りではない。
２　前項の規定により脱退した構成員がある場合、他の構成員が本事業と共同連帯して実施するものとする。
３　前項の場合における構成員間の責任の分担については、前条の規定を準用する。

（構成員の破産又は解散等に対する措置）
第１４条　構成員のいずれかが存続期間中に、破産又は解散する等により、分担事業を遂行することが困難となった場合、前条第２項及び第３項の規定を準用するものとする。

（構成員の追加）
第１５条　小樽市及びその他のすべての構成員の承諾を受けた場合は、新たに構成員を追加することができる。
２　前項の規定により新たに追加した構成員は、本連合体協定書並びに本事業に係る募集要項を遵守しなければならない。

（連合体協定の変更）
第１６条　本連合体協定書を変更する必要がある場合は、小樽市及びその他すべての構成員の承諾を受け、内容を変更することができる。

（疑義等の決定）
第１７条　本連合協定書に定めのない事項又は本連合協定書に関して疑義が生じたときは、運営員会に諮り、小樽市の承諾を得て、定めるものとする。


本連合協定書の締結を証するため、本書３通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上、各１通を保有する。
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商号又は名称
代表者職位・氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
		
		丙	住所又は所在地
商号又は名称
代表者職位・氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞


別　紙
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